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  本市の男女共同参画の推進は、 平成 20 年 4 月に「 沼津市男女共同参画推進条例」（ 以下

「 条例」 と いう 。） が施行さ れ、 令和２ 年３ 月に「 第５ 次沼津市男女共同参画基本計画」 を

策定し 、「 家庭」「 職場」「 教育」「 地域」 の４ つの主要領域において男女共同参画の推進に取

り 組んでき ま し た。  

  男女共同参画は性別にかかわら ない人権の尊重や機会の確保を 軸にし ており 、 女性活躍

の推進と 女性に対する 暴力の根絶（ DV 対策） は国の男女共同参画基本計画でも 両者が重点

分野と し て位置づけら れていま す。そのため、「 第５ 次沼津市男女共同参画基本計画」 は「 女

性の職業生活における 活躍の推進に関する 法律」（ 以下「 女性活躍推進法」 と いう 。） 及び

「 配偶者から の暴力の防止及び被害者の保護等に関する 法律」（ 以下「 DV 防止法」と いう 。）

に基づく 市町村計画を 内包し て、 女性の活躍や支援、 男女間における 暴力のない社会を 目

指すための取組等を 推進し てき ま し た。  

  現計画期間が令和７ 年度末で満了と なる こ と から 、 社会情勢の変化等を 踏ま えた上で、

令和６ 年４ 月１ 日施行の「 困難な問題を 抱える 女性への支援に関する 法律」（ 以下「 困難女

性支援法」 と いう 。） の市町村計画を 包含し た「 第６ 次沼津市男女共同参画基本計画」 を 策

定し 、 よ り 一層の男女共同参画施策の推進を 図る こ と と し ま し た。  

 

 
 

（ １ ） 社会情勢と 沼津市の現況 

●人口の東京一極集中と 若者回復率 

国立社会保障・ 人口問題研究所の人口推計では、 2030 年が 166,985 人と 推計さ れ、

2020 年から の 10 年間で約 18,000 人、年間約 1,800 人減少する こ と になり ま す。ま た、

年齢３ 区分別人口の推計では、 2030 年の年少人口は 7.9％（ 13,635 人）、生産年齢人口は

56.0％（ 96,085 人）、 老年人口は 36.0％（ 61,805 人） と いう 結果になり 、 今後も 少子高

齢化が進行する こ と が予想さ れま す。  

ま た、 本市においては、 図１ の平成 27 -令和 2 年度間における 県外転出者のう ち関東

圏へ転出し た割合は、 特に 15～24 歳及び 50～64 歳の世代において、 男性よ り 女性の方

が高く なっ ており 、 進学、 就職、 キャ リ アの終盤と いった人生の節目において、 女性が関

東圏への移住を選択し ている こ と が読み取れま す。  
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本市における 、 平成 27 年度から 令和 2 年度間での社会減は、 20～24 歳代が最も 多く 、 男

性 536 人、 女性 576 人であり 、 一方の社会増は、 25～29 歳代が最も 多く 、 男性 389 人、 女

性 33 人です。（ 年齢は令和 2 年度時点）  

令和 2 年度の若者回復率※は、 男性 72.6% に対し て、 女性 5.7% で、 特に若年女性の人

口流出が深刻です。 本市における 男女共同参画の遅れが一因と も 考えら れま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※若者回復率 

 若者回復率と は、 兵庫県豊岡市において提唱さ れたも ので、 10 歳代の転出超過数に対する 20 歳代の転入超過数の割合を 示

し た数値です。  
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出典： 総務省 令和２ 年度国勢調査結果から 地域自治課独自集計 
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出典： 総務省 平成 22 年度、 平成 27 年度、 令和２ 年度国勢調査結果から 地域自治課独自作成 

図１  H27-R2 間の県外転出者全体に占める 関東圏への移動割合（ 沼津市）  

図２  H27-R2 年度間の 5 歳階級別・ 性別の社会増減(沼津市) 
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（ ２ ） 国際社会、 国、 県の動向 

●国際社会の動向 

平成 27 年（ 2015 年） に国連で 2030 年ま での世界共通の目標である「 持続可能な開発

目標（ SDGs）」 が採択さ れ、 具体的な 17 の目標が示さ れま し た。「 ジェ ン ダー平等※」 は

こ の目標 5 と し て掲げら れており 、「 ジェ ン ダー平等の実現と 女性のエン パワ ーメ ン ト ※

は、 すべての目標と タ ーゲッ ト の進展に極めて重要な貢献を する も のである 」 と さ れて

いま す。 ジェ ンダー平等の実現は、 SDGs 全体の目的にも なっ ていま す。  

   ま た、 日本は令和 7 年（ 2025 年）、 世界経済フ ォ ーラ ムが経済、 教育、 健康、 政治の

各分野で評価を行っ た「 ジェ ン ダー・ ギャ ッ プ指数※」 が 148 か国中 118 位と 、主要 7 か

国の中で最下位と なっていま す。「 教育」 と 「 健康」 の分野は高ス コ アである も のの、「 政

治」 と 「 経済」 の分野のス コ アが低く 、 全体の順位を 大き く 押し 下げていま す。  

 

 

 

 

※ジェ ン ダー 

 「 社会的・ 文化的に形成さ れた性別」。 人間には生ま れついての生物学的性別（ セッ ク ス ／sex） があり ま す。 一方、 社会通念

や慣習の中には、 社会によ って作り 上げら れた「 男性像」、「 女性像」 があり 、 こ のよ う な男性、 女性の別を「 社会的・ 文化的

に形成さ れた性別」（ ジェ ンダー／gender） と いいま す。  

※ジェ ン ダー平等 

 本計画においては、 男性、 女性、 LGBTQ の方等のあら ゆる 人にと っての公平・ 公正と いう 意味で「 ジェ ンダー平等」 と いう

表現を 使用し ていま すが、 法律や条例で規定さ れている も のや男女いずれかの性別への偏り を解消し 、 対等な参画を促すべき

分野では「 男女共同参画」 と いう 表現を用いていま す。  

※女性のエンパワ ーメ ント  

 女性が社会のあら ゆる 分野で能力を 最大限に発揮し 、 自ら の意思決定に基づき 主体的に行動でき る よ う になる こ と です。  

※ジェ ン ダー・ ギャ ッ プ指数 

 世界経済フ ォ ーラ ムが毎年公表する 、 各国における 男女格差を 測る 指数のこ と で、 経済分野、 教育分野、 政治分野、 健康分野

のデータ から 算出さ れま す。  
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図３  若者回復率の経年変化（ 沼津市）  

出典： 総務省 平成 22 年度、 平成 27 年度、 令和２ 年度国勢調査結果から 地域自治課独自作成 
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●国・ 県の動向 

国において、 平成 11 年（ 1999 年） に男女共同参画の形成に関する 取組を総合的かつ

計画的に推進する こ と を 目的と する「 男女共同参画社会基本法」 が施行さ れ、施策の基本

的方向と 具体的な取り 組みを 定めた法定計画と し て、「 男女共同参画基本計画」 が策定さ

れま し た。  

地方創生 2.0 では地方において魅力的な職場がないこ と やアン コ ン シャ ス・ バイ アス ※

によ り 、 若者や女性の東京一極集中が指摘さ れ若者・ 女性の地方への回帰が求めら れて

おり 、 それら を鑑み、 現在、 令和 8 年度から 令和 12 年度を 計画期間と する 「 第 6 次男

女共同参画基本計画」 の策定が進めら れていま す。  

ま た、 Ｄ Ｖ 防止法や女性活躍推進法、 政治分野における 男女共同参画の推進に関する

法律、「 性的指向及びジェ ン ダーアイ デン ティ ティ の多様性に関する 国民の理解の増進に

関する 法律」、困難女性支援法、「 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を 行う 労働者の

福祉に関する 法律」 など 、社会情勢の変化や問題解決、新たな課題への対応に合わせ法整

備や法改正が行われていま す。  

ま た、 静岡県においても 、 平成 13 年（ 2001 年） に男女共同参画社会基本法の理念を

踏ま え「 静岡県男女共同参画推進条例」 を制定し 、静岡県男女共同参画基本計画を策定し

ま し た。 現在、 令和 8 年度から 令和 12 年度を 計画期間と する「 第４ 次静岡県男女共同参

画基本計画」 の策定を進めていま す。  

ま た、 令和 5 年（ 2023 年） 3 月、 誰も が人生のパート ナーと し て安心し て暮ら せる 環

境づく り を 目指す「 静岡県パート ナーシッ プ宣誓制度※」 を 開始し ていま す。  

 

（ ３ ） 計画の基本的視点 

  ✔基本的視点１  

  ・ 固定的性別役割分担意識・ アン コ ンシャ ス・ バイ アス（ 無意識の思い込み） の解消、 慣

行の見直し  

    働き 方・ 暮ら し 方の変革にあたり 、 根強い固定的な性別役割分担意識や無意識の思

い込みが大き な障壁と なっ ていま す。 こ れら は幼少期から の積み重ねによ り 形成さ れ

ていく も のである ため、 性別に基づく 固定観念を 生じ さ せないよ う 、 教育分野におい

て意識啓発を 実施する と と も に多様な価値観に触れる こ と であら ゆる 人が暮ら し やす

い社会基盤を 整備する こ と が重要です。 ま た、 成人に対し ても 、 固定的な役割分担意

識や無意識の思い込みの解消に向けた取組を 継続し て行っていく 必要があり ま す。  

 

 

※地方創生 2.0 

 「 地方創生 2.0 基本構想」（ 令和 7 年 6 月閣議決定） に基づき 、 今後 10 年間を見据えて、 人口減少を正面から 受け止めなが

ら 、 強い経済、 豊かな生活環境、 安心し て暮ら せる 地方の実現を 目指す地方創生の取組。  

※アンコ ンシャ ス ・ バイ アス  

 「 無意識の思い込み」 のこ と で、 性別や年齢、 学歴など に対し て、 知ら ず知ら ずのう ちに偏った見方を し てし ま う こ と 。  

※静岡県パート ナーシッ プ宣誓制度 

 令和５ 年３ 月から 静岡県が開始し た制度で、お互いを人生のパート ナーと し て認め合った二人が協力し て共同生活を行う こ と

を宣誓し 、 県がその宣誓書を受領し たこ と を 証明する も のです。  
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 ✔基本的視点２  

・ 性犯罪、 性暴力や配偶者等への暴力など あら ゆる 暴力を容認し ない社会基盤の形成 

・ 多様かつ複合的な困難を 抱える 女性に対し てのき め細やかな支援 

・ 性差に応じ た特有の健康課題への支援 

    誰も が性別にかかわら ず能力を 発揮でき る 社会の実現には、 人権の尊重と 安全・ 安

心な生活環境の確保が不可欠です。 そのため、 性犯罪・ 性暴力や配偶者等への暴力な

ど あら ゆる 暴力を 容認し ない社会基盤を形成する 必要があり ま す。あわせて、社会的・

経済的格差によ り 多様かつ複合的な困難を 抱える 女性が孤立や困難の連鎖に陥ら ない

よ う 、 き め細やかな支援を 推進する こ と が求めら れま す。 さ ら に、 男女の特性に応じ

た健康課題への理解と 支援を 進め、誰も が健やかに暮ら せる 環境を 整備し ていき ま す。 

 

 ✔基本的視点３  

  ・ 性別に関わら ず働き やすく 働き がいある 環境づく り 、 育児等と の両立支援、 多様で柔軟

な働き 方推進 

・ 若者や女性にも 選ばれる 地域づく り  

    依然と し て、 育児や介護等の負担が女性に偏り 、 長 時間労働や固定的な性別役割意

識も 相ま っ て、 就業継続やキ ャ リ ア形成が困難と なっ ていま す。 性別にかかわら ず働

き やすく 働き がいある 環境の整備、 育児・ 介護等と の両立支援、 多様で柔軟な働き 方

の推進を図る と と も に、DX の活用やリ ス キリ ン グの促進等に取り 組むこ と でジェ ン ダ

ー・ ギャ ッ プを 解消し 若者や女性にも 選ばれる 地域づく り を 推進し ま す。  

   

  ✔基本的視点４  

  ・ 男女間の実質的な機会の平等、 意思決定過程への女性の積極的登用 

    男女間の実質的な機会の平等を 実現する ためには、 意思決定過程への女性の参画を

一層促進する こ と が不可欠です。 ポジティ ブ・ アク ショ ン ※を含めた人材登用・ 育成を

強化する と と も に、 地域社会や防災を 含むあら ゆる 分野に男女共同参画の視点を 浸透

さ せ、 女性が経済的自立や自己実現を 果たすと と も に、 多様な視点によ る イ ノ ベーシ

ョ ン ※を 通じ て地域や社会全体の持続可能性を高める こ と が求めら れていま す。  

 

 

 

 

 

 

※ポジティ ブ・ アク ショ ン 

 男女が、 社会の対等な構成員と し て、 自ら の意思によ っ て社会のあら ゆる 分野における 活動に参画する 機会に係る 男女間の格

差を改善する ために必要な範囲において、 男女のいずれかの一方に対し 当該機会を積極的に提供する こ と 。 ポジティ ブ・ アク

ショ ン は男女共同参画基本法で国・ 地方公共団体の責務と し て規定さ れている 。（ 積極的改善措置）  

※イ ノ ベーショ ン 

 従来の仕組みや考え方に、 革新的なアイ デアや技術を取り 入れ、 新たな価値を創造する こ と 。  
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